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需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー

電源併設型蓄電池導入支援事業
【単年度事業・複数年度事業】

補助率適用フローチャート
複数年度事業の実施計画について

第1.0版 令和６年９月

一般社団法人太陽光発電協会



2

補助率適用フローチャート [需要家主導型太陽光発電導入支援事業]

設備購入費又は工事費として
蓄電池に係る経費が計上されている

新規技術開発蓄電システムに
該当する

電動車駆動用蓄電池を
2次利用した蓄電システムである

電力系統側への
定格出力が1,000kW以上である

蓄電池の補助率：1/2

START
発電所ごとに確認

蓄電池の補助率：1/3

Yes

Yes

No

No

No

Yes

Yes

過去の本事業において
5MW以上の導入容量実績がある

No

太陽光等の補助率：1/3

No

発電所が
自治体連携型に該当する

Yes

発電所が蓄電池設置、特殊設置の
いずれかの類型に該当する

No

No

太陽光等の補助率：2/3
Yes

事業が地域連携、地域裨益の
いずれかの類型に該当する

太陽光等の補助率：1/3

No

事業が中小企業、サプライチェーンの
いずれかの類型に該当する

No

太陽光等の補助率：1/2

Yes

Yes

Yes

※各要件の詳細については公募要領P.13でご確認ください。
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補助率適用フローチャート [再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業]

新規技術開発蓄電システムに
該当する

電動車駆動用蓄電池を
2次利用した蓄電システムである

電力系統側への
定格出力が1,000kW以上である

補助率：1/2

START
発電所ごとに確認

補助率：1/3

Yes

No

No

No

Yes

Yes

※各要件の詳細については公募要領P.10でご確認ください。
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複数年度事業の実施計画について [共通]

• 複数年度事業における各年度の事業費は、1年度目は全事業費の44％、2年度目は同35％、3年度目は、同21％を目安

として計画してください。各年度の補助金予算には上限があるため、この目安を超えている年度がある事業者について

は、当該年度の補助金額が減額になる可能性があります。

• 各年度の事業完了日までに、当該年度に計画している経費の納品・検収、支払まで必ず完了させてください。納品・検収、

支払が完了していない経費については補助対象経費として計上することはできません。

• EPC事業者への発注など、契約・発注から納品・検収、支払までに事業年度をまたぐ場合には、契約・発注段階で、各事業

年度末に、どこまで業務が進行するのかを明確に規定するとともに、それに合わせて見積書も、業務進行に合わせて、年

度ごとの金額がいくらになるのかを明確にしてください。また、各事業年度末に、当初計画通り業務が進行していること

を確認して検収したうえで、当該年度分の金額の支払を完了させてください。

3年目2年目1年目

事
業
費
配
分

全事業費の

44％
全事業費の

35％
全事業費の

21％

納
品
・検
収

・支
払

※契約・発注段階で、各年度にどこまで業務が進行するのかを明確に規定して計画を作成し、それに合わせて見積金額も年度ごとに分け
て記載する。

※各事業年度末に、当該年度の計画分について納品を受け、計画通り業務が進行していることを確認して検収したうえで、支払を行う。

契約
1年目部分納品・
検収、支払

2年目部分納品・
検収、支払

全体納品・
検収、支払
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改定履歴
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